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国際協力銀行との「米ドル建て融資枠設定に係る契約」に基づき 初の個別融資契約を締結 

～お客さまの海外事業展開を支援～ 

 
 

静岡銀行（頭取 中西勝則）では、本年３月、株式会社国際協力銀行（総裁 近藤章）と締結した「米ド

ル建て融資枠設定に係る契約」に基づき、本日、初の個別融資契約を締結しましたので、その概要をご案

内します。 

なお、本スキームによる融資契約は、県内金融機関ではじめてとなります。 

 

１．融資契約の締結日  ９月１３日（火） 

 

２．個別融資の概要 

〇融資先／BIKO PRACHINBURI (THAILAND) CO., LTD.（美光プラチンブリ タイランド） 

※美光産業株式会社のタイ現地法人（2012 年設立、従業員 150 名） 

〇融資額／2,800 千米ドル（うち 1,960 千米ドルを JBIC より調達） 

〇資金使途／ヘッドライトおよびテールランプ等の自動車部品の製造・販売事業に必要な資金 

 

３．「米ドル建て融資枠設定に係る契約」について 

〇本契約は、開発途上地域で事業を展開する中堅・中小企業のお客さまの必要資金を対象とした融資

枠を静岡銀行に設定し、中堅・中小企業やその海外現地法人に対して米ドル建ての中長期資金を設

定するものです。 

〇これにより、お客さまの外貨資金調達ニーズに迅速にお応えするとともに、海外での事業展開を積

極的に支援します。 

 
【スキーム図】 
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（JBIC） 

 
 
 

静岡銀行

中堅・企業 

（親会社、日本） 

海外現地法人 

（子会社、開発途上地域）

融 資 

親子ローン原資

非居住者ローン 

(出資・融資) 

原則、対象融資金額の

70％が上限金額 

※融資先は、親会社および海外現地子会社向けともに可能


